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社会的養護の新展開６ 

  ― 「ビジョン」社会的養護・養育の行方１ ― 

浦田 雅夫 

京都造形芸術大学 

 

 

2016（平成 28）年、児童福祉法は、その一部が改正され、第一条に「全て児童は、児童の権

利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、

保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉

を等しく保障される権利を有する。」とし、子どもの権利条約に基づいた人権の保障を明確にし

た。また、実親による養育が困難な場合は、それに代わる家庭養育、つまり「里親」を中心とし

た養育のなかで永続的にケアを行うことを規定した。同年、この児童福祉法改正後に出された、

厚生労働省「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」報告書＝「新しい社会的養育ビジョン」

では、家庭養育優先の原則を最大限のスピードをもって、かつ着実に推進するとしており、以下

の通り数値目標が示された。 

 

 

「新しい養育ビジョン」が示す数値目標 

 （厚生労働省「社会的養育の推進に向けて」2019年 4月 p15） 

 

 

 「新しい養育ビジョン」では、とりわけ、就学前の子どもは、原則として新規での施設入所措

置を停止し里親による養育にシフトさせていく方針である。そして、家庭養育を推進するため、

里親の登録および委託先を増やしていこうというものである。厚生労働省では、これまで「社会

的養護」としてきたものを、このビジョンでは「社会的養育」としていることについて、説明が
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ない。こういった、厚生労働省の不十分な概念整理なき状況下における数値目標が、そのまま実

施、具体化されると、最悪の事態を生み出す可能性があると浅井春夫（2018）は指摘している。 

（厚生労働省「社会的養育の推進に向けて」2019年 4月 p⒓） 

 

 さて、児童福祉法第３条の２では、「国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに

健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護

者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養

育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の

養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育すること

が適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要

な措置を講じなければならない。」としている。 

施設における「できるだけ良好な家庭的環境」とは、具体的にどのような環境のことを意味し

ているのであろうか。「新しい養育ビジョン」では、具体的なことが示されていない。 

そういったなかで、各都道府県では、社会的養育推進計画の策定が指示されている。里親登録

数、委託率をどうあげていくか、家庭養育推進の原則を具現化するため、どのような計画をたて

るかを迫られているのである。しかし、そのまえに十分なアセスメントが必要である。 
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